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第19号

不審ハガキは【送りつけられた実際のハガキ】

管理番号
が書かれており、
本当に訴訟された
かのように

書かれていますが、

財産・給料を
差し押さえる内容も

です！！

県内全域で、地方民事執行センター債権執行書記官室を名

乗る不審ハガキが送りつけられたとの相談を受理しています。

ハガキは偽物です！無視して下さい！
絶対に、電話をかけてはいけません！

０５０から始まる電話番号

電話をしたら、お金を請求されます！！

悩んだら､家族･警察に相談しましょう！


